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チ
チ
ェ
ー
リ
ン
に
お
け
る
国
家
と
杜
会

　
　
　
1
「
大
改
革
」
期
ロ
シ
ァ
の
自
由
主
義
1

　
ボ
リ
ス
・
ニ
コ
ラ
エ
ヴ
ィ
ツ
チ
・
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
（
印
＝
・

エ
…
｛
重
一
・
八
二
八
－
一
九
〇
四
）
は
帝
政
期
ロ
シ
ア
の
著
名

な
歴
史
家
で
あ
り
、
ま
た
哲
学
、
宗
教
、
法
学
、
政
治
学
な
ど
多

方
面
に
わ
た
る
著
作
を
著
わ
し
て
い
る
。
彼
は
革
命
前
ロ
シ
ア
の

最
高
の
知
識
人
の
一
人
と
い
え
よ
う
。
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
は
ロ
シ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

歴
史
学
に
お
け
る
「
国
家
学
派
」
の
事
実
上
の
創
始
者
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

そ
の
後
の
ロ
シ
ア
史
学
に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
「
国
家
学

派
」
の
名
称
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
彼
は
国
家
を
歴
史
の
最

高
次
の
産
物
と
み
な
し
、
人
類
史
を
氏
族
共
同
体
か
ら
中
世
「
市

民
社
会
」
を
へ
て
国
家
の
形
成
へ
と
到
る
歩
み
と
し
て
理
惚
し
た
。

　
ま
た
、
彼
は
い
わ
ゆ
る
「
大
改
革
」
期
に
、
自
由
主
義
の
政
論

家
と
し
て
活
発
な
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
従
来
の
チ
チ
ェ
ー
リ

杉
　
　
浦

秀

ン
研
究
に
お
い
て
は
、
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
学
者
と
し
て
の
側
面
と

自
由
主
義
の
政
論
家
と
し
て
の
側
面
が
別
個
に
独
立
し
て
取
扱
わ

れ
、
両
側
面
の
関
連
が
十
分
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思

　
＾
3
）

わ
れ
る
。
と
く
に
、
彼
の
歴
史
学
の
国
家
主
義
的
性
格
と
自
由
主

義
と
の
関
連
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
恩
想
を
理

解
す
る
上
で
も
、
「
大
改
革
」
期
ロ
シ
ア
自
由
主
義
を
理
解
す
る

上
で
も
不
可
欠
の
作
業
で
あ
ろ
う
。
鳥
山
成
人
氏
は
「
国
家
学

派
」
の
「
国
家
理
論
的
ロ
シ
ア
史
観
と
西
欧
派
的
な
政
治
的
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

主
義
の
関
連
1
1
矛
盾
の
問
題
」
の
存
在
に
言
及
し
た
が
、
こ
れ
は

き
わ
め
て
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

　
し
か
し
同
時
に
注
目
す
べ
き
は
、
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
「
政
治
的

自
由
主
義
」
自
体
が
、
西
欧
の
自
由
主
義
と
比
較
す
る
と
大
変
奇
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●

　
妙
に
映
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
農
奴
の
解
放
、
言
論
の
自
由
、
そ

　
の
他
の
改
革
の
必
要
を
訴
え
な
が
ら
、
ツ
ア
ー
リ
権
力
を
必
要
な

も
の
と
考
え
、
回
シ
ア
に
お
け
る
憲
法
の
制
定
や
議
会
の
設
立
に

反
対
す
る
の
で
あ
る
。
西
欧
の
自
由
主
義
者
に
と
っ
て
は
自
明
の

要
求
と
も
一
一
．
一
目
う
べ
き
立
憲
君
主
制
を
ロ
シ
ア
に
導
入
す
る
こ
と
に
、

彼
は
反
対
す
る
。
「
我
々
に
必
要
な
も
の
は
身
分
的
権
利
で
も
、

ツ
ア
■
権
カ
の
制
限
で
差
い
。
我
・
に
必
要
書
の
は
自
由

で
あ
る
！
」
と
一
八
五
四
年
に
執
筆
し
た
非
合
法
の
政
治
パ
ン
フ

レ
ヅ
ト
で
彼
は
述
ぺ
た
が
、
彼
の
自
由
主
義
と
は
ツ
7
ー
リ
権
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
本
論
文
は
、
チ
チ
エ
ー
リ
ン
の
理
論
全
体
に
貫
か
れ
る
国
家
主

義
的
性
格
と
自
由
主
義
と
の
関
連
、
お
よ
ぴ
彼
の
自
由
主
義
の
特

殊
な
性
格
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
大
改
革
」
期
ロ
シ
ァ
自

由
主
義
の
一
面
を
解
明
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

　
　
　
一
　
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
歴
史
学

　
一
八
四
五
年
に
彼
は
モ
ス
ク
ワ
大
学
法
学
部
に
入
挙
す
る
。
グ

ラ
ノ
フ
ス
キ
ー
（
H
＝
。
「
o
彗
o
呂
宍
；
鐵
一
八
ニ
ニ
ー
一
八
五
五
）

の
直
弟
子
と
し
て
歴
史
学
の
研
究
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
当
時
大

挙
で
は
カ
ヴ
エ
ー
リ
ン
（
天
．
員
．
ス
富
⑰
自
呂
＝
一
八
一
八
－
一
八

■

八
五
）
と
ソ
ロ
ヴ
イ
ヨ
フ
（
o
芦
o
昌
o
串
雷
一
八
二
〇
r
一

八
七
九
）
の
二
人
の
若
手
教
授
が
回
シ
ァ
史
研
究
の
成
果
を
発
表

し
つ
つ
あ
つ
た
。
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
は
こ
れ
ら
の
教
授
の
も
と
で
ロ

シ
ァ
史
を
研
究
す
る
一
方
で
、
へ
i
ゲ
ル
哲
学
に
熱
中
す
る
①
彼

の
へ
ー
ゲ
ル
ヘ
の
熱
中
は
、
表
人
た
ち
が
彼
を
「
へ
」
ゲ
ル
」
と

呼
ん
だ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
彼
の
思
想
形
成
に
お
い
て
西
欧
の
四
八
年
革
命
が
決
定

的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
当
時
学
生
で
あ
づ
た
彼
は
、

四
八
年
革
命
勃
発
の
報
を
狂
喜
し
て
受
け
と
る
の
で
あ
る
が
・
そ

の
後
の
事
態
の
進
展
に
彼
は
し
だ
い
に
失
望
感
を
深
め
・
最
終
的

に
革
命
に
反
対
す
る
よ
う
に
な
る
。
彼
は
当
時
を
以
下
の
よ
う
に

回
想
す
る
。

　
二
〇
歳
の
著
さ
で
、
当
然
私
は
極
端
な
潮
流
に
共
感
し
て
い
た
。

　
そ
れ
故
、
私
が
信
頼
し
て
い
た
民
主
主
義
的
大
衆
が
、
ま
さ
に

彼
ら
自
身
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
制
度
を
打
倒
せ
ん
と
し
て
・

無
礼
極
り
な
い
群
衆
と
し
て
、
い
か
な
る
動
機
も
、
い
か
な
る

意
味
も
な
く
、
突
然
蜂
起
し
た
六
月
の
そ
の
日
ぱ
、
私
に
と
っ

て
恐
し
い
衝
撃
だ
っ
た
。
反
乱
が
鎮
め
ら
れ
、
カ
ベ
ニ
・
ヤ
ヅ
ク

政
権
が
確
立
し
た
時
、
私
は
穏
健
な
共
和
主
義
者
と
な
り
、
共

和
国
は
こ
の
条
件
の
も
と
で
確
立
し
た
と
考
え
た
、
し
か
し
・

699
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大
統
領
の
選
出
は
、
民
主
主
義
に
対
す
る
私
の
本
能
的
信
頼
を

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ヱ

最
終
的
に
打
ち
砕
い
た
。

大
挙
卒
業
後
、
彼
は
ロ
シ
ア
史
の
研
究
を
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
結

ぴ
つ
け
、
独
自
の
歴
史
観
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
当
時
す

で
に
私
の
内
部
で
哲
学
的
－
歴
史
学
的
構
想
が
形
成
さ
れ
始
め
て

い
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
後
の
私
の
全
著
作
の
骨
格
を
形
成
し
た
と

言
い
う
る
し
、
そ
の
体
系
化
が
、
私
の
人
生
の
主
た
る
課
題
と
な

一
、
赴
」
と
彼
は
回
想
し
て
い
る
。
こ
の
・
哲
学
的
－
歴
史
学
的
構

想
」
の
最
初
の
成
果
が
処
女
作
『
一
七
世
紀
ロ
シ
ア
の
地
方
制

（
9
）

度
』
で
あ
る
。

　
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
は
一
七
世
紀
を
古
い
ロ
シ
ア
か
ら
新
し
い
ロ
シ

ア
ヘ
の
過
渡
期
と
把
え
、
軍
人
知
事
（
署
雷
是
凹
）
の
地
方
へ
の

配
置
を
・
中
央
集
権
化
を
推
進
し
官
僚
制
を
整
備
す
る
も
の
と
し

て
重
視
し
た
。
そ
し
て
一
七
世
紀
の
諸
改
革
が
、
後
に
続
く
ピ
目

ー
ト
ル
大
帝
の
改
革
を
準
備
し
た
と
彼
は
言
う
。
。
ビ
目
ー
ト
ル
犬

帝
の
改
革
の
意
義
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
ス
ラ
ヴ
主

義
者
の
非
難
す
る
．
こ
と
く
、
古
い
ロ
シ
ア
と
無
関
係
に
、
い
わ
ば

悉
意
的
に
西
欧
か
ら
導
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
彼
は

『
一
七
世
紀
ロ
シ
ァ
の
地
方
制
度
』
に
よ
。
て
示
し
た
と
言
え
よ

う
。
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
は
一
八
五
五
年
か
ら
五
八
年
の
間
に
、
こ
の

『
地
方
制
度
』
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
ロ
シ
ア
史
に
関
す
る
藷

艶
を
執
筆
・
発
表
す
る
。
こ
れ
ら
の
諸
論
文
に
依
拠
し
て
、
以

下
で
彼
の
歴
史
観
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

　
彼
は
人
類
史
を
「
氏
族
共
同
体
」
（
i
9
畠
竃
。
α
員
、
、
。
）
か
ら

「
市
民
社
会
」
（
『
寝
美
暮
冒
臭
8
o
α
員
g
畠
o
）
を
へ
て
「
国
家
」

（
8
o
漬
岩
〔
畠
o
）
へ
と
到
る
継
起
的
な
三
段
階
の
過
程
と
み
な

す
。

　
人
類
史
の
第
一
段
階
で
あ
る
「
氏
族
共
同
体
」
の
も
と
で
は
、

人
類
は
血
縁
に
よ
っ
て
結
ぴ
つ
け
ら
れ
た
家
父
長
的
．
種
族
的
集

団
の
中
に
埋
没
し
て
い
る
。
個
人
は
い
ま
だ
自
立
し
て
お
ら
ず
、

そ
れ
故
私
的
所
有
も
存
在
し
な
い
。
こ
の
集
団
は
、
西
欧
で
は
ゲ

ル
マ
ン
民
族
の
移
動
に
よ
っ
て
、
ロ
シ
ア
で
は
ヴ
ア
リ
ヤ
ー
ク
人

一
ノ
ル
一
ン
人
一
の
・
篭
一
に
よ
り
解
体
さ
れ
、
人
・
は
相
互

に
孤
立
し
た
ぱ
ら
ぱ
ら
竜
個
人
と
し
て
中
世
の
原
野
に
ほ
う
り
だ

さ
れ
る
。

　
　
こ
こ
か
ら
第
二
段
階
た
る
「
市
民
社
会
」
が
始
ま
る
。
こ
の
中

世
「
市
民
社
会
」
と
は
、
チ
チ
エ
ー
リ
ン
に
よ
れ
ぱ
、
い
ま
だ
国

家
は
存
在
せ
ず
、
公
共
の
福
祉
と
い
う
考
え
も
な
く
、
個
人
が
自

己
の
力
だ
け
を
た
よ
り
に
自
己
の
利
害
の
み
に
よ
つ
て
行
動
す
る

　
社
会
で
あ
る
。
私
的
所
有
が
生
ま
れ
、
そ
の
緒
果
人
々
は
自
己
の

700
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カ
に
よ
づ
て
他
人
の
物
や
人
格
そ
の
も
の
ま
で
を
収
奪
す
る
に
到

る
。
ロ
シ
ァ
の
分
領
諸
公
た
ち
は
、
自
己
の
領
地
・
領
民
を
君
主

と
し
て
統
治
す
る
の
で
は
な
く
、
私
的
な
所
有
物
と
し
て
取
扱
う
。

領
地
．
領
民
ぱ
か
り
か
裁
判
権
や
役
職
も
売
買
さ
れ
、
分
割
さ
れ
、

贈
与
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
は
中
世
「
市
民
社

会
」
を
万
人
の
万
人
に
対
す
る
戦
争
状
態
と
し
て
、
一
部
の
者
の

無
制
隈
な
自
由
の
享
受
と
他
の
者
の
完
全
な
自
由
の
喪
失
と
し
て
、

描
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
じ
め
て
個
人
が

自
立
し
、
個
人
の
人
格
的
自
由
の
概
念
が
生
。
ま
れ
る
と
彼
は
言
う
。

　
諸
個
人
が
相
抗
争
す
る
中
世
に
お
い
て
国
家
は
徐
々
に
形
成
さ

れ
る
。
人
類
史
の
最
後
の
段
階
た
る
「
国
家
」
段
階
に
お
い
て
、

個
人
的
自
由
は
止
揚
さ
れ
よ
り
高
次
の
自
由
が
実
現
さ
れ
る
。

　
以
上
が
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
理
・
解
す
る
人
類
史
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
へ
ー
ゲ
ル
の
『
法
哲
学
』
に
お
け
る
家
族
、
市
民
社
会
、
国
家

と
い
う
人
倫
の
三
契
機
を
継
起
的
な
歴
史
の
発
展
段
階
に
あ
て
は

め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
見
て
と
れ
る
。

　
こ
の
彼
の
歴
史
学
が
当
時
の
ロ
シ
ァ
に
お
い
て
持
っ
た
意
義
は

二
つ
に
要
約
で
き
よ
う
。
一
八
四
〇
年
代
以
来
、
西
欧
派
と
ス
ラ

ブ
派
の
論
争
に
お
い
て
、
ロ
シ
ア
は
西
欧
と
は
異
な
る
の
か
否
か
、

が
最
大
の
論
点
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
ロ
シ
ァ
は
西
欧
を
モ

デ
ル
に
し
て
進
む
の
か
、
そ
れ
と
も
ロ
シ
ア
独
自
の
遭
を
歩
む
の

か
、
と
い
う
極
め
て
政
治
的
な
論
争
で
も
あ
っ
た
。
チ
チ
ェ
ー
リ

ン
の
歴
史
学
に
よ
っ
て
、
西
欧
派
は
体
系
的
か
つ
精
級
な
ロ
シ
ア

史
に
関
す
る
歴
史
理
論
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
一

の
意
義
で
あ
る
。

　
「
ロ
シ
ァ
民
族
は
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
諸
民
族
の
家
族
に
属
す
る
。
そ

し
て
、
ロ
シ
ァ
民
族
は
た
し
か
に
固
有
の
特
質
を
持
ち
、
ま
た
た

し
か
に
歴
史
の
内
容
は
貧
し
い
け
れ
ど
も
、
西
欧
諸
民
族
と
同
一

の
生
活
原
理
に
従
つ
て
、
彼
ら
と
奮
ん
で
発
達
し
で
養
一
と

彼
は
言
う
。
ロ
シ
ア
も
西
欧
も
上
述
し
た
歴
史
の
発
展
段
階
を
た

ど
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
、
彼
は
両
者
の
同
一
性
を
強
調
し
た

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ロ
シ
ア
が
西
欧
と
同
一
の
歴
史
を
持
つ
の
で
あ
れ
ぱ
、

現
実
の
ロ
シ
ァ
と
西
欧
の
大
き
な
差
異
、
た
と
え
ぱ
耕
地
の
割
替

慣
行
を
有
す
る
、
ミ
ー
ル
共
同
体
の
存
在
な
ど
は
、
何
故
に
生
ま
れ

た
の
か
。
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
は
両
者
の
差
異
の
原
因
を
、
第
一
に
自

然
的
条
件
の
相
違
に
求
め
る
。
西
欧
は
土
地
が
狭
く
、
か
つ
山
や

狭
谷
に
よ
ウ
て
分
断
ξ
れ
、
人
『
が
多
い
。
そ
の
結
果
人
々
は
移

動
す
る
余
地
が
少
な
く
定
住
す
る
。
そ
れ
故
中
世
「
市
民
社
会
」

に
お
い
て
も
小
さ
な
集
団
が
多
数
形
成
さ
れ
、
集
団
的
精
神
が
生
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ま
れ
、
身
分
が
形
成
さ
れ
る
。
都
市
が
生
ま
れ
都
市
の
内
部
に

宮
が
集
ま
り
、
学
間
も
発
達
す
る
。
西
欧
に
お
い
て
は
生
ま
れ
た

ぱ
か
り
の
国
家
は
そ
れ
ら
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
早
く

完
成
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
ロ
シ
ア
は
土
地
が
広
大
で
人
口
は
少
な

く
、
中
世
に
お
い
て
「
氏
族
共
同
体
」
が
解
体
さ
れ
た
結
果
、
人

々
は
不
断
に
移
動
す
る
。
そ
れ
故
ロ
シ
ア
国
家
は
た
や
す
く
広
犬

な
領
域
を
統
一
し
え
た
反
面
、
依
拠
す
べ
き
社
会
勢
力
を
持
た
な

か
っ
た
。
国
家
は
自
ら
の
手
で
強
制
的
に
住
民
を
定
住
さ
せ
、
諸

身
分
を
創
出
す
る
以
外
に
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
諸
身
分
を

国
家
の
目
的
に
応
じ
て
、
農
民
を
土
地
に
、
貴
族
を
国
家
職
務
に
、

商
人
を
都
市
の
ギ
ル
ド
に
緊
縛
し
た
。
か
く
し
て
「
ヨ
i
ロ
ヅ
バ

で
は
す
べ
て
が
下
か
ら
行
な
わ
れ
た
が
、
わ
が
国
で
は
す
ぺ
て
が

　
　
　
　
　
　
　
＾
口
〕

上
か
ら
行
な
わ
れ
た
」
と
い
う
彼
の
有
名
な
テ
ー
ゼ
が
導
き
出
さ

れ
る
。

　
ロ
シ
ア
と
西
欧
を
分
か
つ
差
異
の
第
二
の
原
因
は
ロ
ー
マ
法
の

伝
統
の
欠
如
で
あ
る
。
ロ
シ
ァ
国
家
は
中
央
集
権
化
を
進
め
官
僚

制
を
徐
々
に
整
備
す
る
が
、
ロ
ー
マ
法
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め

に
、
一
貫
し
た
統
治
の
体
系
を
持
ち
得
な
か
っ
た
。
チ
チ
ュ
ー
リ

ン
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
法
と
は
国
家
原
理
を
概
念
と
し
て
表
現
し

洗
も
の
で
あ
り
、
そ
の
1
導
入
が
「
新
た
な
歴
史
の
転
換
点
、
新
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ど

い
社
会
慣
習
を
中
世
的
な
も
の
か
ら
分
か
つ
境
界
線
」
と
な
る
の

で
あ
る
。
ロ
シ
ア
に
は
ロ
ー
マ
法
の
伝
統
が
欠
如
し
て
い
た
た
め

に
、
中
世
社
会
の
痕
跡
を
ロ
シ
ア
国
家
は
強
く
残
す
こ
と
に
な
っ

た
と
彼
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
一
八
五
六
年
に
彼
は
ス
ラ
ヴ
主
義
者
ペ
リ
ャ
ー
エ
フ
（
＝
・
戸

思
畠
雷
一
八
一
〇
1
一
八
七
三
）
と
の
間
に
、
・
、
i
ル
共
同
体
の

起
源
に
関
す
る
論
争
を
行
な
う
。
彼
に
よ
れ
ぱ
、
、
、
ー
ル
共
同
体
は
、

租
税
徴
収
の
た
め
国
家
に
よ
り
創
り
出
さ
れ
、
共
同
体
内
の
耕
地
・

割
替
慣
行
は
ビ
目
ー
ト
ル
大
帝
に
よ
る
人
頭
税
の
導
入
以
降
に
生

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ミ
ー
ル
共
同
体
は
「
家
父
長
的
．
氏
族
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
旭
〕

な
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
国
家
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
彼
は

言
う
。
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
共
同
体
論
は
極
め
て
興
味
深
い
も
の
だ

が
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
ま
た
同
年
、
ス
ラ
ヴ
主
義
者
サ
マ
ー

リ
ン
（
δ
．
白
、
O
婁
占
重
一
八
一
九
－
一
八
七
六
）
と
の
間
で
、

学
問
が
民
族
性
を
持
つ
か
否
か
の
論
争
を
行
な
い
、
彼
は
学
問
の

普
遍
性
を
強
く
主
張
し
た
。
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
は
一
八
五
〇
年
代
に

お
い
て
ス
ラ
ヴ
主
義
者
の
最
大
の
論
敵
の
一
人
で
。
あ
っ
た
。

　
彼
の
歴
史
学
の
第
二
の
意
義
は
、
そ
れ
が
ロ
シ
ア
自
由
主
義
の

理
論
的
基
礎
と
在
り
、
有
カ
な
武
器
と
な
っ
た
点
に
あ
る
。
彼
の

歴
史
学
と
自
出
主
義
と
の
溺
連
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
一
一
こ

702
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、
　
　
、
　
、
　
、

で
は
、
彼
が
ロ
シ
ア
の
「
国
家
」
段
階
を
さ
ら
に
三
つ
の
時
期
に

分
け
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
お
く
。

　
第
一
期
は
イ
ワ
ン
三
世
に
は
じ
ま
り
一
七
世
紀
末
に
到
る
国
家

の
形
成
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
ロ
シ
ア
国
家
は
住
民
を
定
住
さ

せ
、
諸
身
分
を
創
出
し
、
国
家
機
構
を
徐
々
に
整
え
る
。
こ
う
し

て
ロ
シ
ア
と
西
欧
と
を
分
か
つ
一
原
因
、
す
な
わ
ち
自
然
的
諸
条

件
の
結
果
生
じ
た
人
々
の
移
動
の
習
慣
が
克
服
さ
れ
る
。
第
二
期

は
ビ
目
ー
ト
ル
大
帝
か
ら
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
ニ
世
に
到
る
時
代
で
あ

る
。
こ
の
時
代
に
ロ
シ
ア
と
西
欧
と
を
分
か
つ
も
う
一
つ
の
原
因
、

す
な
わ
ち
ロ
ー
マ
法
の
伝
統
の
欠
如
と
い
う
原
因
が
克
服
さ
れ
る
。

ビ
目
ー
ト
ル
大
帝
は
西
欧
の
国
家
制
度
を
参
考
に
し
て
改
革
を
進

め
た
が
、
テ
チ
ェ
ー
リ
ン
に
よ
れ
ぱ
そ
の
改
革
と
は
、
西
欧
を
介

し
て
ロ
ー
マ
法
の
伝
統
を
ロ
シ
ア
に
導
入
し
た
こ
と
を
意
味
し
た
。

こ
う
し
て
ロ
シ
ァ
国
家
は
工
カ
テ
リ
ー
ナ
ニ
世
の
時
代
に
、
跡
於

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

権
力
と
し
て
は
絶
頂
に
達
す
る
。
前
述
し
た
ロ
シ
ア
の
二
つ
の
特

殊
性
は
克
服
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
克
服
が
国
家
に
よ
り
上
か

ら
遂
行
さ
れ
た
結
果
、
「
す
べ
て
が
上
か
ら
行
な
わ
れ
た
」
と
い

う
ロ
シ
ァ
の
新
た
な
特
殊
性
が
生
ま
れ
る
。
ロ
シ
ア
国
家
は
西
欧

に
類
を
見
ぬ
ほ
ど
に
強
大
に
な
り
、
す
べ
て
の
力
が
国
家
に
集
中

さ
れ
る
。

　
第
三
期
は
、
以
前
の
よ
う
に
国
家
権
カ
が
単
独
で
進
歩
の
推
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
些

カ
と
な
る
の
で
は
な
く
、
「
社
会
」
と
協
カ
し
て
発
展
す
べ
き
時

代
で
あ
る
、
と
チ
チ
エ
ー
リ
ン
は
考
え
る
。
ロ
シ
ァ
国
家
は
身
分

を
創
出
し
、
全
身
分
を
国
家
の
目
的
に
応
じ
て
緊
縛
し
た
。
そ
の

結
果
、
諸
身
分
の
内
都
に
私
的
利
害
や
身
分
的
利
害
ぱ
か
り
で
な

く
国
家
全
体
の
利
害
を
考
え
、
行
動
す
る
精
神
が
成
長
し
た
。
科

学
と
啓
蒙
の
進
展
が
そ
の
過
程
を
促
進
し
た
。
す
な
わ
ち
・
「
国

家
・
段
階
の
第
三
期
と
は
、
国
家
が
・
臨
一
し
た
・
社
会
一
．
を

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

国
家
が
解
放
す
ぺ
き
時
代
で
あ
る
と
彼
は
言
う
。
「
新
し
い
官
ー

ロ
ツ
パ
の
諸
国
家
は
、
他
の
原
理
（
農
奴
制
と
は
異
な
る
原
理

－
杉
浦
）
の
上
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
市
民
の
自
由
な
諸
関
係
に
・

法
の
前
で
の
す
べ
て
の
者
の
平
等
に
、
単
一
の
国
家
権
カ
ヘ
の
す

べ
て
の
者
の
従
属
に
、
そ
れ
ら
諸
国
家
は
警
い
て
い
、
砧
」
と
彼

は
西
欧
諸
国
を
特
徴
づ
け
た
が
、
ロ
シ
ア
も
そ
の
よ
う
な
国
家
へ

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
移
行
す
べ
き
時
代
で
あ
つ
た
。
工
カ
テ
リ
ー
ナ
は
貴
族
を
強
制

的
な
国
家
奉
職
義
務
か
ら
解
放
し
て
、
こ
の
事
業
の
第
一
歩
を
始

め
た
。
し
か
し
そ
の
後
こ
の
事
業
は
中
断
し
た
。
ロ
シ
ア
国
家
は

長
い
間
単
独
で
活
動
し
て
き
た
こ
と
に
慣
れ
、
自
己
の
カ
に
お
ご

り
、
自
己
以
外
の
も
の
を
認
め
な
い
・
保
守
的
鮭
」
が
で
き
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
〕

し
ま
つ
た
。
「
無
学
な
ロ
シ
ア
の
官
僚
制
」
が
「
政
府
と
国
民
」

3
　
．

〃
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＾
2
1
〕

を
分
断
し
・
「
軍
事
的
原
理
」
（
8
0
臣
竃
皇
O
長
昌
雪
、
芭
）
が
基

本
的
国
家
原
理
と
な
っ
た
。
こ
の
帰
結
が
ク
リ
、
、
、
ア
戦
争
の
敗
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
2
）

と
国
内
の
「
金
般
的
な
乱
脈
と
崩
壊
」
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、

チ
チ
ェ
ー
リ
ン
は
ロ
シ
ア
国
家
を
三
つ
の
時
期
に
分
け
、
現
在
の

ロ
シ
ア
が
第
三
の
時
期
に
あ
る
こ
と
を
示
し
、
ロ
シ
ア
国
家
に

「
社
会
」
の
解
放
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
二
　
政
論
家
チ
チ
ェ
ー
リ
ン

　
＝
七
世
紀
ロ
シ
ア
の
地
方
制
度
』
は
修
士
学
位
取
得
の
た
め
、

彼
が
二
年
が
か
り
で
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
論
文
を

彼
は
一
八
五
三
年
に
モ
ス
ク
ワ
大
学
法
学
部
に
提
出
す
る
。
し
か

し
・
論
文
は
審
査
を
通
過
し
な
か
ウ
た
。
都
分
的
に
修
正
し
た
上

で
翌
年
再
提
出
す
る
が
、
再
び
落
と
さ
れ
る
。
「
古
代
。
シ
ア
ヘ

の
悪
口
紅
調
」
の
故
で
あ
っ
た
。
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
大
学
へ
も
提
出

す
る
が
、
緒
果
は
同
様
で
あ
つ
た
。
大
学
に
残
る
遣
は
閉
ざ
さ
れ

た
。
一
八
五
四
年
春
に
英
仏
両
国
は
ロ
シ
ア
に
宣
戦
し
、
ク
リ
、
、
、

ア
戦
争
の
戦
局
は
ロ
シ
ア
に
と
つ
て
お
も
わ
し
く
な
か
っ
た
。
二

自
ラ
イ
一
世
治
下
の
最
晩
年
は
、
ロ
シ
ア
に
と
つ
て
も
、
二
七
歳

　
の
チ
チ
ュ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
も
暗
い
時
代
で
あ
っ
た
。

　
　
こ
の
時
、
彼
の
前
に
新
た
な
活
動
舞
台
が
開
か
れ
た
。
当
時
ぺ

テ
ル
ブ
ル
グ
大
学
法
学
部
教
授
と
し
て
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
移
り
、
　
榊

そ
の
地
の
自
由
主
義
サ
ー
ク
ル
の
中
心
人
物
と
な
つ
て
い
た
カ
ヴ

ェ
ー
リ
ン
が
、
一
八
五
五
年
一
月
に
モ
ス
ク
ワ
に
チ
チ
ェ
ー
リ
ン

を
訪
ね
・
彼
に
非
合
法
政
治
パ
ン
フ
レ
ヅ
ト
の
執
筆
を
持
ち
か
け

た
の
で
あ
る
。
彼
が
そ
の
最
初
の
論
文
「
ロ
シ
ア
か
ら
見
た
東
方

問
題
」
を
書
き
上
げ
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
発
と
う
と
し
て
い
た
矢
先
、

ニ
コ
ラ
イ
一
世
が
急
死
し
た
。
「
す
べ
て
の
も
の
を
押
し
つ
ぷ
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
4
〕

誰
に
も
呼
吸
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
巨
像
が
倒
壊
し
た
」
と

彼
は
二
＝
フ
イ
一
世
の
死
を
回
想
し
て
い
る
。
彼
の
中
で
は
、
抑

圧
か
ら
の
解
放
感
と
祖
国
の
現
状
へ
の
危
機
感
、
新
帝
ア
レ
ク
サ

ン
ド
ル
ニ
世
へ
の
期
待
が
交
錨
し
て
い
た
。
新
帝
の
政
策
は
い
ま

．
だ
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
空
気
は
変
わ
っ
た
。

　
新
た
な
情
勢
の
下
で
、
同
年
春
か
ら
夏
に
か
け
て
「
ロ
シ
ア
の

生
活
の
現
在
の
課
題
」
「
神
聖
同
盟
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
政
策
」

「
貴
族
、
特
に
ロ
シ
ア
の
貴
族
に
つ
い
て
」
「
農
奴
の
状
態
に
つ
い

喪
奮
の
一
連
の
論
文
を
執
筆
す
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
は
、
ロ

ン
ド
ン
の
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
の
も
と
に
出
版
を
依
頼
す
る
手
紙
を
添
え

て
匿
名
で
送
ら
れ
、
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
に
よ
つ
て
論
集
『
ロ
シ
ア
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
6
〕

の
声
』
の
中
に
手
紙
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
た
。

　
ま
た
・
一
八
五
五
年
十
一
月
に
ヵ
ト
コ
ー
フ
（
弄
声
香
臭
富

■
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一
八
一
八
－
一
八
八
七
）
が
『
ロ
シ
ア
報
知
』
誌
を
発
刊
す
る
が
、

同
誌
は
多
数
の
自
由
主
義
者
を
結
集
し
、
自
由
主
義
の
最
も
重
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
〕

な
理
論
的
中
心
と
な
っ
た
。
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
は
同
誌
を
舞
台
と
し

て
、
前
述
し
た
、
、
、
ー
ル
共
同
体
や
学
問
の
民
族
性
に
関
す
る
論
争

を
展
開
し
た
。
『
一
七
世
紀
ロ
シ
ァ
の
地
方
制
度
』
も
検
閲
を
通

過
し
、
一
八
五
六
年
に
出
版
さ
れ
た
。
今
や
、
彼
は
自
由
主
義
の

若
き
政
論
家
と
し
て
時
代
の
寵
児
と
な
っ
た
。
テ
ェ
ル
ヌ
ィ
シ
ェ

7
ス
キ
ー
は
『
同
時
代
人
』
誌
上
で
、
彼
を
以
下
の
如
く
評
し
た
。

「
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
氏
は
自
己
の
挙
問
的
活
動
を
輝
か
し
く
始
め
た
。

印
刷
さ
れ
た
彼
の
最
初
の
論
文
、
農
村
共
同
体
に
つ
い
て
の
論
文

は
、
一
般
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し
た
。
す
ぺ
て
の
人
々
が
チ
チ
ェ

ー
リ
ン
氏
に
つ
い
て
語
り
始
め
た
。
多
く
の
人
は
。
彼
の
結
論
に
同

意
し
な
か
つ
た
が
、
論
文
の
著
者
が
大
変
な
才
能
の
人
物
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
醜
）

に
違
い
な
い
こ
と
に
は
同
意
し
た
。
」

　
こ
こ
で
は
、
一
八
五
五
年
に
彼
が
非
合
法
政
治
論
文
を
執
筆
し

て
か
ら
一
八
五
七
年
末
に
『
ロ
シ
ァ
報
知
』
誌
を
去
る
ま
で
の

約
三
年
間
の
彼
の
論
文
を
検
討
す
る
。
こ
の
期
間
は
彼
が
政
論

家
と
し
て
最
も
成
功
し
た
時
期
で
あ
る
。
彼
は
前
述
し
た
ゲ
ル

ツ
ェ
ン
ヘ
の
手
紙
の
中
で
、
①
農
奴
制
の
平
和
的
廃
止
、
②
検
閲

の
廃
止
な
い
し
制
限
、
③
行
攻
・
裁
判
の
公
開
、
の
三
つ
の
要
求

　
　
　
＾
鴉
）

を
掲
げ
た
。
ま
た
「
ロ
シ
ア
の
生
活
の
現
在
の
課
題
」
で
は
、
①

良
心
の
自
由
（
骨
仰
の
自
由
を
合
む
）
、
②
農
奴
身
分
か
ら
の
自

由
、
⑧
言
論
の
自
由
、
④
出
版
の
自
由
、
⑥
大
学
に
お
け
る
教
授

活
動
の
自
由
、
⑥
政
府
の
活
動
の
公
開
、
⑦
裁
判
の
公
開
、
の
七

　
　
　
　
　
＾
3
0
）

点
を
要
求
し
た
。
換
言
す
れ
ぱ
、
彼
の
要
求
は
、
農
奴
の
解
放
、

市
民
的
自
由
の
実
現
、
行
政
・
裁
判
の
公
開
の
三
点
に
要
約
さ
れ

よ
・
つ
o

　
で
は
い
か
な
る
勢
カ
に
依
拠
し
て
、
こ
れ
ら
の
要
求
を
実
現
す

る
の
か
。
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
は
「
我
々
は
自
ら
動
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

す
ぺ
て
を
政
府
か
ら
期
待
し
、
我
国
の
不
幸
の
す
べ
て
の
原
因
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
聖

政
府
に
か
ぷ
せ
て
は
い
け
な
い
」
と
述
べ
、
社
会
の
教
養
あ
り
啓

　
　
　
　
　
　
　
＾
貌
）

蒙
さ
れ
た
「
知
的
諸
カ
」
、
す
な
わ
ち
自
由
主
義
者
た
ち
に
活
動
を

訴
え
る
。
し
か
し
、
ロ
シ
ァ
の
自
由
主
義
者
は
、
「
無
意
味
で
、
さ

ら
に
言
え
ば
犯
罪
的
な
官
僚
制
と
、
無
学
な
犬
衆
と
の
間
に
立
っ

て
自
ら
は
い
か
な
る
政
治
的
意
義
も
持
た
ず
、
自
分
を
暴
圧
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
3
〕

守
る
た
め
の
物
質
的
支
え
を
ま
っ
た
く
持
た
な
い
」
少
数
者
で
あ

る
。
し
か
も
革
命
は
絶
対
に
避
け
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
彼
に
と
っ
て

革
命
と
は
「
無
政
府
状
態
と
独
裁
の
間
を
動
揺
た
馳
」
も
の
で
あ

り
、
社
会
主
義
と
は
「
ぱ
か
ぱ
か
し
い
極
端
に
ま
で
行
き
つ
い
た

　
§
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茎

観
念
論
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
上
か
ら
の
「
圧
制
」
（
お
9
◎
量
婁
）
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以
上
に
危
険
な
も
の
だ
と
彼
に
は
思
わ
れ
た
。
そ
れ
故
前
述
の
ゲ

ル
ツ
ェ
ン
あ
て
の
手
紙
の
申
で
、
彼
は
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
の
急
進
的
傾

向
を
激
し
く
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
彼
は
改
革
の
推
進
力

を
ツ
7
ー
リ
政
府
に
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ツ
ァ
ー
リ
政
府

に
本
来
の
任
務
を
自
覚
さ
せ
、
政
府
の
内
都
で
自
由
主
義
の
影
響

力
を
拡
大
し
、
漸
進
的
か
つ
合
法
的
に
改
革
を
す
す
め
る
こ
と
が

彼
の
戦
略
と
な
る
。

　
革
命
に
反
対
し
、
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
を
激
し
く
批
判
し
は
し
た
が
、

ロ
シ
ア
国
内
で
、
急
進
主
義
、
社
会
主
義
が
大
き
な
力
を
持
つ
よ

う
に
な
り
革
命
が
起
こ
り
う
る
、
と
は
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
は
考
、
疋

な
か
っ
た
。
ク
リ
ミ
ア
戦
争
の
前
後
に
ロ
シ
ア
で
は
自
由
主
義
の

影
響
力
は
大
い
に
強
ま
っ
た
が
、
「
革
命
家
に
出
会
う
こ
と
は
ま

　
　
　
　
＾
柳
）

っ
た
く
な
い
」
と
彼
は
ゲ
ル
ツ
ニ
ン
ヘ
の
手
紙
に
書
い
た
。
こ
こ

に
は
多
少
の
誇
張
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
時
期
、
彼
が
ロ
シ
ア

で
の
自
由
主
義
の
成
功
に
確
信
を
持
ち
、
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
の
革
命
へ

の
呼
ぴ
か
け
が
ロ
シ
ア
国
内
で
は
広
汎
な
影
響
カ
を
持
ち
え
な
い
、

と
考
え
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
彼
が
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
ヘ
の
批

判
で
意
図
し
た
の
は
、
第
一
に
、
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
に
自
已
の
路
線
の

誤
り
を
自
覚
さ
せ
、
自
由
主
義
陣
営
に
呼
ぴ
寄
せ
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
第
二
に
、
自
由
主
義
陣
営
が
革
命
を
企
て
て
い
る
、
と
い
う

政
府
の
疑
い
を
晴
ら
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
チ
チ
ヱ
ー

リ
ン
が
対
決
し
た
勢
力
は
、
農
奴
制
を
維
持
し
よ
う
と
努
め
、
あ

ら
ゆ
る
改
革
に
低
抗
す
る
勢
カ
で
あ
り
、
彼
は
こ
れ
を
「
愚
鈍
な

保
守
主
義
一
釦
ん
だ
；
の
期
の
ほ
と
ん
ど
の
論
文
に
、
彼
の

こ
の
姿
勢
は
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
最
も
よ
く
表
現
さ
れ
た
論

文
が
「
貴
族
、
特
に
ロ
シ
ア
の
貴
族
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
以
下

で
こ
れ
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
貴
族
は
中
世
に
出
現
し
、
国
家
は
貴
族
と
の
激
し
い
戦
い
に
勝

利
し
て
は
じ
め
て
成
立
し
た
、
と
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
は
言
う
。
「
国

家
の
創
始
者
で
あ
る
す
べ
て
の
偉
大
な
君
主
た
ち
は
、
貴
族
の
迫

害
者
で
あ
っ
た
。
貴
族
は
よ
く
組
織
さ
れ
た
国
家
の
中
に
は
存
在

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
、
貴
族
は
社
会
秩
序
に
反
す
る
こ
と
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
）

彼
ち
は
理
解
し
て
い
た
。
」
「
国
家
」
段
階
で
は
、
貴
族
は
以
前
の

カ
を
失
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
貴
族
だ
け
が
自
発
的
に
農
民
を
解
放
し
、

新
た
な
時
代
に
適
応
す
る
こ
と
に
よ
り
国
家
に
貢
献
し
え
た
。
し

か
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
貴
族
で
さ
え
弊
害
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

少
数
の
貴
族
に
土
地
が
集
中
し
、
他
国
に
類
を
見
な
い
貧
困
の
原

因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
「
す
べ
て
の
貴
族
は
偽
り
の
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仰
）

理
に
基
づ
い
て
お
り
、
国
家
に
と
っ
て
最
終
的
に
有
害
で
あ
る
」

と
、
彼
は
言
う
。
こ
こ
で
つ
い
で
な
が
ら
、
彼
が
当
時
の
イ
ギ
リ
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ス
の
貧
困
の
原
因
を
イ
ギ
リ
ス
国
家
の
「
国
家
的
慣
習
そ
の
も
の

　
　
＾
仙
〕

の
中
に
」
す
な
わ
ち
、
そ
の
貴
族
的
性
格
の
中
に
見
出
し
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

　
で
は
、
ロ
シ
ア
の
貴
族
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
彼
は
そ
れ
を
歴
史

的
に
検
討
す
る
。
ロ
シ
ア
の
犬
貴
族
（
α
o
岩
姜
）
は
イ
ワ
ン
雷

帝
の
改
革
に
敵
対
し
、
大
動
乱
（
ス
ム
ー
タ
）
の
原
因
と
な
り
、

ビ
目
ー
ト
ル
大
帝
の
改
革
に
反
対
し
た
。
彼
ら
は
「
自
分
た
ち
の

生
ま
れ
た
場
所
の
言
葉
を
知
ら
ず
、
祖
国
と
民
衆
を
軽
蔑
し
た
。

自
分
た
ち
だ
け
の
世
界
を
つ
く
り
、
そ
こ
に
は
、
民
族
性
も
コ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仰
）

モ
ポ
リ
タ
ン
的
教
養
も
、
社
会
的
利
益
の
概
念
も
な
か
っ
た
。
」

こ
う
し
て
、
「
我
国
で
は
、
貴
族
（
與
召
s
o
毛
胃
雪
）
は
、
自
ら

に
固
有
の
権
利
を
持
つ
身
分
と
し
て
は
存
在
し
な
い
し
、
政
府
高

官
と
し
て
祖
国
の
た
め
に
活
動
し
た
人
物
の
後
継
者
と
し
て
も
存

　
　
　
＾
珊
）

在
し
な
い
。
」
我
国
に
は
、
「
貴
族
の
低
次
元
の
最
後
の
形
態
で
あ

り
、
す
で
に
政
治
的
意
義
を
ま
っ
た
く
失
い
で
き
る
・
か
ぎ
り
個
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
糾
）

的
特
権
を
保
と
う
と
し
て
い
る
」
「
門
閥
」
（
ω
雷
畠
）
が
存
在
す

る
の
み
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
激
し
く
ロ
シ
ァ
貴
族
を
批
判
し

て
、
現
在
ロ
シ
ア
国
家
に
必
要
な
も
の
は
「
才
能
あ
り
、
自
立
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
妬
）

た
見
解
と
社
会
的
利
益
へ
の
熱
意
を
持
っ
た
人
物
」
で
あ
り
、
貴

族
は
必
要
と
し
な
い
と
彼
は
こ
の
論
文
を
結
ん
だ
。

三
　
国
家
と
杜
会

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
八
五
五
年
か
ら
五
七
年
の
間
、
彼
の
批

判
は
改
革
に
反
対
す
る
勢
カ
、
農
奴
制
の
存
続
を
望
む
地
主
賛
族

勢
カ
ヘ
と
向
け
ら
れ
た
。
自
由
主
義
者
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
名
声
は

高
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
が
自
ら
の
国
家
論
、
政
治
論
を
よ

り
体
系
的
に
展
開
し
は
じ
め
る
と
、
事
態
は
一
変
す
る
。
一
八
五

七
年
秋
に
、
彼
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
『
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム
と
革

命
』
を
批
判
す
る
論
文
「
フ
ラ
ン
ス
の
旧
体
制
と
革
命
」
を
執
筆

す
る
が
、
カ
ト
コ
ー
フ
は
『
ロ
シ
ア
報
知
』
誌
へ
の
掲
載
を
拒
否

し
た
の
で
あ
る
。
カ
ヴ
ヱ
ー
リ
ン
そ
の
他
の
多
数
の
同
人
も
こ
の

問
題
で
は
カ
ト
コ
ー
フ
を
支
持
し
た
。
彼
ら
は
チ
テ
ェ
ー
リ
ン
が

絶
対
王
制
の
歴
史
的
意
義
を
高
く
評
価
し
、
中
央
集
権
化
と
官
僚

制
を
擁
謹
し
た
こ
と
に
同
意
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
自
由
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
価
〕

義
陣
営
内
の
「
国
家
主
義
」
と
「
反
国
家
主
義
」
と
の
対
立
で
あ

る
、
と
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
は
回
想
し
て
い
る
。
か
く
て
同
年
末
、
見

解
を
同
じ
く
す
る
コ
ル
シ
ュ
（
甲
⇔
．
天
o
o
E
一
八
一
〇
1
一
八

九
七
）
と
と
も
に
彼
は
同
誌
を
去
っ
た
。
コ
ル
シ
ュ
は
一
八
五
八

年
一
月
か
ら
、
雑
誌
『
ア
テ
ナ
イ
』
を
刊
行
す
る
が
、
チ
チ
’
ー

リ
ン
は
同
誌
上
に
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
国
制
を
論
ず
る
一
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＾
〃
）

連
の
論
文
を
発
表
し
た
。
こ
こ
で
は
主
に
こ
れ
ら
の
論
文
に
依
拠

し
て
、
彼
の
国
家
、
社
会
、
中
央
集
権
化
、
官
僚
制
の
概
念
を
検

討
す
る
。

　
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
が
「
国
家
」
と
言
う
場
合
、
彼
自
身
が
明
確
に

区
別
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
二
つ
の
意
味
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
広
義
に
は
あ
る
社
会
的
集
団
の
金
体
を
意

味
し
、
狭
義
に
は
そ
の
集
団
全
体
の
利
害
を
代
表
す
る
政
治
権
カ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蝸
〕

す
な
わ
ち
政
府
を
意
味
し
て
い
る
。

　
「
社
会
」
に
つ
い
て
彼
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
「
し
か
し
、
国

家
は
そ
の
内
に
統
合
さ
れ
て
い
る
人
々
の
全
生
活
を
包
摂
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。
集
団
は
単
一
の
全
体
を
な
す
ぱ
か
り
で
な
く
、

同
時
に
特
殊
性
を
持
っ
た
諸
部
分
か
ら
な
る
。
人
々
の
共
同
の
利

益
と
共
に
、
金
体
集
団
に
属
す
る
個
々
の
人
間
と
個
々
の
集
団
の

利
益
が
存
在
す
る
。
こ
の
領
域
で
は
、
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
多
様
さ

が
現
れ
る
。
こ
こ
で
は
人
間
σ
活
動
に
不
可
欠
な
自
由
が
支
配
す

る
。
国
家
と
区
別
し
て
、
こ
の
領
域
は
狭
義
の
社
会
、
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仰
〕

政
治
社
会
に
対
立
す
る
市
民
社
会
と
呼
ぱ
れ
る
。
」

　
中
世
に
お
い
て
は
、
全
体
性
が
欠
如
し
、
築
団
は
諸
部
分
に
分

裂
し
て
い
る
。
全
体
集
団
も
そ
れ
を
代
表
す
る
政
治
権
カ
も
、
い

い
か
え
れ
ぱ
広
義
の
国
家
も
狭
義
の
国
家
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ

故
中
世
社
会
は
「
市
民
社
会
」
段
階
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
こ
の

中
世
「
市
民
社
会
」
の
分
裂
状
態
は
、
二
つ
の
過
程
を
へ
て
克
服

さ
れ
る
。
第
一
の
過
程
は
、
国
家
権
カ
、
す
な
わ
。
ち
狭
義
の
「
国

家
」
が
カ
に
よ
っ
て
各
部
分
集
団
を
従
属
さ
せ
、
全
体
性
を
回
復

す
る
ま
で
で
あ
る
。
前
述
し
た
ロ
シ
ア
史
に
お
け
る
国
家
形
成
の

三
期
の
時
代
区
分
と
の
関
連
で
言
え
ぱ
、
工
カ
テ
リ
ー
ナ
以
前
す

な
わ
ち
第
一
期
と
第
二
期
が
こ
こ
に
合
ま
れ
る
。
ロ
シ
ア
で
は
ロ

ー
マ
法
の
伝
統
の
欠
如
の
た
め
、
西
欧
と
は
異
な
っ
て
、
第
一
の

過
程
が
国
家
権
カ
が
自
己
の
任
務
に
無
自
覚
な
時
期
と
、
そ
の
。
伝

統
を
西
欧
か
ら
導
入
し
て
自
覚
し
た
時
期
と
に
分
か
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
．
第
一
の
過
程
に
お
い
て
、
最
大
の
課
題
は
国
家
権
カ
の

拡
大
強
化
、
す
な
わ
ち
中
央
集
権
化
と
官
僚
制
の
整
備
で
あ
っ
た
。

換
言
す
れ
ぱ
、
第
一
の
過
程
と
は
狭
義
の
「
国
家
」
の
完
成
の
過

程
と
畠
冒
え
よ
う
。

　
第
二
の
過
程
は
「
国
家
」
に
よ
る
「
社
会
」
の
「
育
成
」
の
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
0
〕

果
、
社
会
の
内
部
に
「
自
然
的
調
和
」
が
形
成
さ
れ
、
「
国
家
と

　
　
　
　
＾
肌
〕

社
会
の
協
カ
」
に
よ
っ
て
発
展
す
る
時
代
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

部
分
集
団
の
利
益
を
包
摂
し
た
全
体
集
団
の
形
成
と
い
う
、
広
義

の
「
国
家
」
の
完
成
へ
と
到
る
の
が
第
二
の
過
程
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
「
人
間
の
良
心
の
自
由
、
科
単
、
芸
術
、
産
業
の
自
由
な
発
展

807
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の
承
認
、
正
し
い
発
展
の
不
可
欠
の
条
件
と
し
て
の
公
開
性
の
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
朗
）

立
、
社
会
の
要
求
の
表
現
と
し
て
の
世
論
の
承
認
」
が
「
国
家
」

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
「
自
由
主
義

　
　
　
　
　
責
）

と
い
う
共
通
の
名
」
で
呼
ぱ
れ
る
時
代
で
あ
る
、
と
彼
は
言
う
。

　
以
上
の
彼
の
議
論
を
見
て
く
る
と
、
彼
が
大
変
恩
弁
的
な
人
物

だ
一
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
思
弁
的
傾

向
が
彼
に
は
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
彼
は
現
実
の
西
欧
社
会
、

特
に
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
に
注
目
す
る
。
ド
イ
ツ
に
関
し
て
は
、

そ
の
古
典
哲
学
を
彼
は
大
い
に
評
価
す
る
も
の
の
、
国
制
（
ち
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
“
〕

み
に
、
彼
は
ド
イ
ツ
の
諸
領
邦
を
「
封
建
的
国
家
」
と
呼
ん
で
い

る
）
・
や
経
済
活
動
に
は
ほ
と
ん
ど
注
目
し
な
い
。
「
イ
ギ
リ
ス
の

工
業
化
と
国
家
」
「
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
的
将
来
」
な
ど
の
論
文
で
、

彼
は
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
的
成
功
の
歴
史
を
詳
紬
に
分
析
し
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
の
論
文
か
ら
彼
が
工
業
技
術
の
発
展
や
農
業
の
改
良
、

さ
ら
に
労
働
者
階
級
の
貧
困
、
都
市
衛
生
な
ど
の
諸
問
魑
に
通
暁

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
彼
は
西
欧
諸
国
の
発
展
の
原
因
を
自

由
な
社
会
、
す
な
わ
ち
人
々
が
自
由
に
活
動
し
個
人
の
創
意
が
最

犬
眼
に
尊
重
さ
れ
る
社
会
に
求
め
る
。
し
か
し
同
時
に
、
西
欧
の

極
端
な
貧
窟
の
楕
差
が
「
社
会
」
へ
の
国
家
の
不
介
入
に
由
来
す

　
　
　
　
　
　
　
＾
§

る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
「
社
会
」
は
国
家
の
介
入
な
し
で
は
私

的
利
害
が
前
面
に
立
ち
安
定
し
え
な
い
、
と
い
う
「
社
会
」
に
対

す
る
彼
の
不
信
が
こ
こ
に
も
現
れ
る
。

　
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
が
求
め
た
も
の
は
「
社
会
」
の
国
家
権
カ
か
ら

の
自
立
、
す
な
わ
ち
「
国
家
」
の
第
二
の
過
程
へ
の
移
行
で
あ
り
、

そ
の
過
程
に
お
け
る
広
義
の
「
国
家
」
の
発
展
で
あ
る
。
彼
は

「
国
家
」
段
階
を
二
つ
の
過
程
に
分
け
る
こ
と
に
よ
り
、
絶
対
王

制
と
西
欧
の
近
代
諸
国
家
を
区
別
し
、
ロ
シ
ア
の
ツ
ァ
ー
リ
ズ
ム

と
西
欧
諸
国
を
区
別
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
自
立
し
た

「
社
会
」
と
国
家
の
協
力
に
よ
る
ロ
シ
ア
の
産
業
化
を
求
め
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
西
欧
「
社
会
」
と
ロ
シ
ァ
「
社
会
」
の

質
的
相
違
、
中
世
の
「
市
民
社
会
」
と
近
代
の
「
市
民
社
会
」
の

質
的
相
違
を
見
な
い
。
彼
に
と
っ
て
「
社
会
」
と
は
「
特
殊
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
）

持
っ
た
諸
部
分
か
ら
な
る
」
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
両

者
は
同
一
視
さ
れ
る
。
発
展
の
主
体
は
あ
く
ま
で
も
「
国
家
」
に

あ
り
、
「
社
会
」
の
自
立
は
社
会
の
成
長
に
応
じ
て
「
国
家
」
に

よ
り
上
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
、
と
彼
は
考
え
た
。
そ
れ
故
「
社

会
」
の
自
立
化
の
要
求
は
、
「
国
家
」
へ
の
協
カ
の
枠
内
に
眼
定

さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
中
央
集
権
化
と
官
僚
制
の
意
義
を
強
調
し
た
彼
の
諸
論
文
は
、

当
時
の
ツ
ァ
ー
リ
ズ
ム
と
官
僚
制
の
抑
圧
下
に
あ
っ
て
は
、
「
ホ
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ヅ
テ
ン
ト
ヅ
ト
に
挙
間
へ
の
一
面
的
熱
中
の
有
害
さ
を
証
明
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
郎
〕

魚
に
過
度
の
む
だ
口
の
危
険
を
証
明
す
る
L
も
の
だ
、
と
チ
ェ
ル

ヌ
ィ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
は
批
判
し
た
が
、
カ
ヴ
ヱ
ー
リ
ン
そ
の
他
の

自
由
主
義
者
た
ち
の
多
く
も
、
同
様
に
彼
を
批
判
し
た
。
チ
チ
ェ

ー
リ
ン
は
、
自
分
は
決
し
て
現
在
の
政
府
の
抑
圧
を
擁
護
し
た
の

で
は
な
く
、
た
だ
国
家
や
官
僚
制
の
客
観
的
意
義
を
述
ぺ
た
に
す

ぎ
な
い
と
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
へ
の
多
数
の
批
判

は
ロ
シ
ア
「
杜
会
」
の
未
熟
さ
に
帰
因
す
る
と
彼
は
考
え
、
現
実

の
ロ
シ
ァ
「
社
会
」
へ
の
不
信
を
つ
の
ら
せ
る
。
「
薙
誌
が
一
般

的
に
意
味
が
あ
り
有
益
と
な
り
う
る
の
は
、
た
だ
真
面
目
な
文
猷

が
存
在
す
る
所
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。
…
我
国
で
は
学
術
的
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
）

猷
は
ま
っ
た
く
欠
如
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
は
、

今
後
学
問
研
究
に
専
念
し
雑
誌
論
文
は
書
か
な
い
、
と
決
意
す

る
o　

農
奴
解
放
の
準
備
が
本
楕
化
す
る
さ
な
か
一
八
五
八
年
四
月
に

彼
は
西
欧
に
旅
立
っ
た
。
留
学
後
に
モ
ス
ク
ワ
大
挙
法
学
部
の
国

家
法
の
講
座
が
彼
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

四
　
「
保
守
的
自
由
主
義
者
」

と
し
て

一
八
六
一
年
二
月
一
九
日
に
農
奴
解
放
令
が
公
布
さ
れ
る
。
同

年
五
月
彼
は
三
年
間
の
留
学
を
終
え
て
帰
国
し
、
八
月
末
に
大
学

で
の
講
義
の
た
め
モ
ス
ク
ワ
に
移
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
モ
ス
ク

ワ
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
両
大
学
は
紛
争
の
さ
な
か
に
あ
っ
た
。
彼
は

犬
学
に
着
任
す
る
や
、
若
手
教
官
を
組
織
し
そ
の
中
心
と
な
っ
て

紛
争
に
対
処
す
る
。
学
生
を
説
得
す
る
一
方
で
大
学
へ
の
警
察
隊

の
導
入
を
強
く
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
彼
の
弟
ワ
シ
リ
ー
は

当
時
外
務
省
高
官
と
し
て
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
い
た
が
、
ワ
シ
リ
ー

か
ら
彼
の
も
と
に
ベ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
事
態
を
伝
え
る
手
紙
が
届
い

た
。
ワ
シ
リ
ー
に
よ
れ
ぱ
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
は
九
月
に
多
数
の

学
生
が
集
会
、
衛
頭
デ
モ
を
行
な
い
、
デ
モ
隊
に
は
将
校
も
混
じ

っ
て
お
り
、
紛
争
の
軍
隊
へ
の
影
響
も
心
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

ワ
シ
リ
ー
は
首
都
で
革
命
を
呼
び
か
け
る
文
書
が
配
布
さ
れ
情
勢

は
緊
張
し
て
い
る
と
伝
え
、
「
悲
観
論
者
は
五
年
以
内
に
ツ
ァ
ー

リ
は
帝
位
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
語
っ
て
い
ま
す
。
：
…
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壼
）

こ
れ
は
誇
張
で
す
が
・
た
し
か
に
事
態
は
重
大
で
す
」
と
述
べ
た
。

チ
チ
ェ
ー
リ
ン
は
弟
へ
の
返
書
の
中
で
「
現
在
、
我
国
の
第
一

の
必
要
は
社
会
に
か
な
り
の
自
主
性
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
。

－
…
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
ま
っ
た
く
害
を
与
え
ず
に
実
行
さ
れ

る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
上
に
、
強
カ
な
権
カ
が
支
配
し

　
　
　
　
　
　
＾
朗
〕

て
い
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
、
「
自
由
主
義
的
諸
方
策
と
強
カ

017
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＾
6
0
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

な
権
カ
L
と
い
う
「
保
守
的
自
由
主
義
」
の
テ
ー
ぜ
を
表
明
し
た
。

こ
の
手
紙
は
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
政
府
高
官
た
ち
を
大
変
喜
ば
せ
た

よ
う
で
あ
り
、
早
遠
ツ
ァ
ー
リ
に
も
提
出
さ
れ
た
。
外
務
大
臣
ゴ

ル
チ
ャ
コ
フ
は
、
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
に
引
き
続
き
モ
ス
ク
ワ
の
事
態

を
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
た
。
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
、
モ
ス
ク
ワ

両
大
学
に
警
察
隊
が
導
入
さ
れ
た
。
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
大
学
の
カ
ヴ

ェ
ー
リ
ン
ら
五
人
の
教
官
は
こ
れ
に
抗
議
し
て
退
官
す
る
が
、
カ

ヴ
ェ
ー
リ
ン
は
警
察
隊
の
導
入
を
主
張
し
た
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
に
激

怒
し
、
二
人
は
最
終
的
に
決
裂
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
チ
チ
ェ
ー

リ
ン
の
行
動
か
ら
、
多
く
の
者
が
彼
を
政
府
の
手
先
、
専
制
の
擁

護
者
と
み
な
し
た
。
政
府
自
身
も
同
様
の
評
価
を
彼
に
下
し
た
よ

う
で
あ
る
。
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
ら
の
去
っ
た
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
犬
学
法

挙
部
を
再
建
す
る
た
め
に
、
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
を
同
大
挙
に
招
く
試

み
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
文
部
大
臣
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
自
身
が
モ
ス
ク

ワ
に
彼
を
訪
ね
、
説
得
に
あ
た
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
内
務
大
臣

ヴ
ァ
ル
ー
エ
フ
は
、
彼
を
政
府
の
御
用
雑
誌
『
セ
ー
ベ
ル
ナ
ヤ
・

ポ
ー
チ
タ
』
に
編
集
者
と
し
て
招
こ
う
と
し
た
。
彼
は
そ
れ
ら
を

と
も
に
断
わ
っ
た
。
ま
た
十
月
二
八
日
に
彼
は
モ
ス
ク
ワ
犬
学
就

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
望

任
記
念
講
義
を
行
な
う
が
、
そ
こ
で
彼
は
、
悪
法
も
法
で
あ
る
と

秩
序
の
重
要
性
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。
喜
劇
的
と
も
い
え
る
の
は
、

政
府
が
こ
の
講
義
に
大
い
に
喜
ぴ
、
そ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
を
検

閲
で
も
っ
て
禁
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
た
だ
ち
に
政
府
に
こ
の

措
置
の
撤
回
を
求
め
、
そ
の
抗
議
文
を
弁
明
の
た
め
友
人
た
ち
に

配
布
し
た
。

　
以
上
の
傭
況
に
彼
は
い
ら
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
雑
誌
に
論
文

は
執
筆
し
な
い
と
い
う
以
前
の
決
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
自

己
の
政
治
的
見
解
を
表
明
し
た
一
連
の
論
文
を
『
ナ
ー
－
シ
ェ
・
プ

レ
ー
ミ
ャ
』
誌
上
に
発
表
す
る
。
彼
に
よ
れ
ぱ
、
現
在
必
要
な
こ

と
は
急
激
な
変
革
で
は
な
く
、
始
め
ら
れ
た
改
革
を
実
現
し
定
着

ざ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
農
奴
解
放
を
境
に
「
真
の
自
由

主
義
者
は
保
守
主
義
者
に
、
多
く
の
保
守
主
義
者
と
、
改
革
を
理

解
し
な
い
空
想
的
な
自
由
主
義
者
が
熱
心
な
自
由
主
義
者
と
な
っ

＾
蘭
）

た
」
の
で
あ
る
。

　
七
年
前
、
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
は
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
ヘ
の
手
紙
の
中
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茅
〕

ロ
シ
ア
国
内
で
「
革
命
家
に
出
会
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
」
と

述
べ
た
。
し
か
し
、
今
や
集
会
や
デ
モ
が
く
り
返
さ
れ
、
激
文
が

ぱ
ら
ま
か
れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
ロ
シ
ア
「
社
会
」
に
対
す
る

彼
の
不
信
は
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
彼
の
攻
撃
対
象
は
政
府
批
判
勢
カ
ヘ
と
転
換
す
る
。
か
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
糾
〕

「
我
国
で
は
ど
こ
を
見
て
も
保
守
的
要
素
ぱ
か
り
で
あ
る
」
と
述
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ぺ
進
歩
と
改
革
を
訴
え
た
彼
は
、
農
奴
解
放
令
公
布
後
の
反
政
府

運
動
の
高
ま
り
の
中
で
、
ロ
シ
ア
「
社
会
」
を
安
定
さ
せ
る
た
め

の
方
策
を
探
る
こ
と
に
な
る
。
当
面
は
「
強
カ
な
権
カ
」
が
「
社

会
」
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
り
安
定
が
保
た
れ
る
が
、
長
期
的
に

見
て
よ
り
望
ま
し
い
の
は
、
「
社
会
」
自
身
の
内
部
に
「
社
会
」

を
安
定
さ
せ
る
要
素
が
成
長
す
る
こ
と
で
あ
る
。
チ
チ
ェ
ー
リ
ン

　
　
　
　
＾
砧
）

は
「
中
間
身
分
」
こ
そ
が
貴
族
と
農
民
の
両
身
分
を
結
合
さ
せ
社

会
を
安
定
さ
せ
る
要
素
で
あ
る
と
み
な
す
。

　
し
か
し
、
当
時
の
ロ
シ
ア
に
お
い
て
「
中
間
身
分
」
す
な
わ
ち

ブ
ル
ジ
司
ア
ジ
ー
が
、
極
め
て
小
さ
な
勢
カ
で
あ
る
こ
と
は
、
彼

も
認
識
し
て
い
る
。
そ
れ
故
彼
は
「
中
問
身
分
」
が
十
分
強
カ
に

な
る
ま
で
、
そ
の
代
用
と
し
て
貴
族
に
注
目
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

将
来
の
貴
族
身
分
は
①
五
〇
〇
デ
シ
ャ
チ
ナ
以
上
の
土
地
を
持
つ

地
主
、
②
政
府
高
官
、
③
大
学
の
卒
業
生
か
ら
な
る
「
開
か
れ

＾
“
〕

た
」
身
分
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
か
つ
て
貴
族
を

あ
れ
ほ
ど
激
し
く
批
判
し
た
彼
が
、
今
や
貴
族
の
擁
護
を
主
張
す

る
の
で
あ
る
。
彼
の
立
つ
政
治
的
位
置
の
変
化
が
、
こ
こ
か
ら
も

察
せ
ら
れ
よ
う
。

　
農
奴
解
放
令
後
の
反
政
府
運
動
の
高
揚
、
特
に
大
学
紛
争
を
き

っ
か
け
と
し
て
自
由
主
義
陣
営
は
分
裂
し
、
一
八
六
三
年
ポ
ー
ラ

ン
ド
蜂
起
の
愛
国
的
熱
狂
の
中
で

義
は
消
え
さ
っ
て
い
く
。

「
大
改
革
」
期
ロ
シ
ア
自
由
主

　
　
　
お
わ
り
に

　
以
上
、
一
八
五
五
－
六
二
年
の
間
の
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
活
動
を

検
討
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
基
本
的
な
政
治
課
題
は
二
点
に
要

約
で
き
よ
う
。
第
一
は
「
社
会
」
の
自
立
化
で
あ
り
、
こ
こ
に
彼

の
自
由
主
義
者
と
し
て
の
本
領
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
第
二
は

「
国
家
」
（
こ
の
場
合
広
義
の
「
国
家
」
で
あ
る
が
、
彼
の
表
象
と

し
て
は
あ
く
ま
で
政
府
を
頂
点
と
し
、
そ
れ
に
「
社
会
」
が
下
位
、

の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
な
「
国
家
」
で
あ
る
）
の
発
展
要

求
で
あ
る
。
西
欧
で
は
こ
の
二
つ
の
課
題
は
矛
盾
し
な
い
。
む
し

ろ
社
会
が
自
立
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
国
内
に
活
カ
が
生
ま
れ
、
自

由
主
義
的
政
府
も
強
化
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
ロ
シ
ア
で

は
事
情
は
異
な
る
。
専
制
の
抑
圧
を
減
少
さ
せ
つ
つ
、
専
制
政
府

を
強
化
す
る
と
い
う
の
は
矛
盾
し
た
課
題
、
少
な
く
と
も
互
い
に

不
断
の
緊
張
を
は
ら
む
課
題
と
い
え
る
。
こ
の
点
で
彼
の
理
論
は
、

自
由
主
義
と
国
家
主
義
の
結
合
物
、
あ
る
い
は
自
由
主
義
の
国
家

主
義
的
変
種
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
彼
の
理
論
的
枠
組
み
は
変
化
し
て
い
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
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彼
自
身
も
主
張
す
る
ご
と
く
彼
は
一
貫
し
て
い
た
と
言
え
る
。
同

じ
ロ
シ
ァ
自
由
主
義
の
政
論
家
た
る
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
や
カ
ト
コ
ー

フ
が
自
己
の
理
論
的
枠
組
み
を
何
度
か
組
替
え
動
揺
し
た
の
と
は

対
照
的
で
あ
る
。
彼
の
理
論
が
後
の
ロ
シ
ア
の
自
由
主
義
者
た
ち

に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
理
由
の
一
半
も
、
こ
の
理
論
的
首
尾
一

貫
性
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
・
か
し
、
同
一
の
理
論
構
造
の

内
部
で
重
点
の
移
動
が
あ
る
こ
と
を
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
当

初
、
前
面
に
出
さ
れ
た
の
は
「
社
会
」
の
自
立
化
の
要
求
で
あ
る
。

こ
の
要
求
自
体
は
決
し
て
放
棄
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
時
の
経

過
と
と
も
に
、
強
大
な
国
家
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
る
に
到
る
。

そ
れ
は
、
彼
の
立
つ
政
治
的
位
置
の
変
化
を
物
語
る
。
こ
の
意
味

で
彼
は
保
守
化
し
、
彼
の
理
諭
は
専
制
の
擁
謹
論
へ
と
変
化
し
た

と
言
い
う
る
。
そ
れ
故
、
キ
タ
ー
エ
フ
が
、
こ
の
期
の
白
由
主
義

を
研
究
し
た
自
著
を
『
フ
ロ
ン
ド
党
か
ら
保
守
主
義
へ
』
と
魑
し

　
＾
研
〕

た
の
は
正
当
と
い
え
る
。
こ
の
変
化
の
一
つ
の
原
因
は
、
彼
が

「
社
会
」
を
最
終
的
に
信
頼
し
え
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ

は
ま
た
現
実
の
ロ
シ
ア
社
会
の
未
熱
さ
の
反
映
で
あ
る
と
圭
言
え

よ
う
o

　
国
際
的
に
見
れ
ぱ
、
彼
の
自
由
主
義
は
四
八
年
革
命
以
後
の
自

由
主
義
、
す
な
わ
ち
革
命
へ
の
恐
怖
か
ら
「
秩
序
党
」
の
一
翼
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鵬
〕

占
め
る
に
到
っ
た
自
由
主
義
と
同
一
の
土
壌
に
あ
る
。
ロ
シ
ア
に

お
い
て
革
命
を
回
避
し
つ
つ
、
農
奴
解
放
そ
の
他
の
自
由
主
義
的

政
策
を
実
現
す
る
た
め
に
、
ツ
ァ
ー
リ
政
府
に
依
拠
し
て
ツ
ァ
ー

リ
政
府
を
自
由
主
義
的
に
変
質
さ
せ
る
、
と
い
う
戦
略
を
こ
の
期

の
ロ
シ
ア
自
由
主
義
は
採
用
し
た
。
そ
れ
故
こ
の
期
の
ロ
シ
ァ
に

お
い
て
、
自
由
主
義
が
自
由
主
義
た
り
え
る
た
め
に
は
国
家
主
義

的
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ソ
連
の
研
究
者
ゾ
ー
リ
キ
ン
は
「
ロ
シ
ア
の
一
八
五
〇
年
代
半

ぱ
の
反
政
府
運
動
の
分
化
の
結
果
、
自
由
主
義
は
固
有
の
政
治
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
的
〕

動
と
し
て
、
固
有
の
ド
ク
ト
リ
ン
と
し
て
成
立
し
た
」
と
述
ぺ
て

い
る
が
、
こ
の
「
固
有
の
ド
ク
ト
リ
ン
」
を
創
り
上
げ
た
の
が
チ

チ
ェ
ー
リ
ン
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
（
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
著
作
は
、
著
者
名
略
）

（
1
）
　
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
と
国
家
学
派
の
関
係
に
つ
い
て
は
＝
自
自
①
寝
午

竃
芦
甲
両
∴
「
昌
芸
黛
畠
竃
・
彗
具
昌
二
9
召
竃
§
毛
呂
・

　
＝
∩
↓
O
i
＝
’
o
o
弄
o
錺
＝
凹
｝
宍
＝
国
O
O
O
て
彰
H
．
“
」
≦
1
一
H
⑩
団
o
．
o
↓
甲
　
H
o
ω

1
冒
o
o
・
同
、
O
『
o
2
員
岩
o
畠
窪
＝
o
卦
E
宍
o
自
①
団
o
く
［
戻
o
錺
雪
昌
o
1

…
ξ
喜
…
・
念
O
｛
O
量
篶
・
O
勺
婁
：
婁
一
養
餉
二
事
…
－

一
筆
～
α
罫
E
完
葦
一
；
≒
一
旨
宍
雷
竃
墨
窒
o
①
『
g
漬
岩
8
－

回
而
＝
＝
o
①
＝
嘗
i
富
自
o
＝
＝
o
国
i
k
R
宍
o
緕
呂
S
o
o
呂
o
『
－
量
台
＝
芦
《
O
‘
何
－

○
害
＝
＝
o
↓
o
勺
＝
雪
■
o
↓
o
o
雷
’
o
〔
罧
o
齪
＝
o
く
戻
＝
　
o
O
O
O
i
影
■
　
ゲ
　
』
≦
J
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H
o
伽
ω
．
〔
H
勺
一
ω
ω
o
o
－
ω
卓
㎞
・

（
2
）
　
彼
の
影
響
は
革
命
前
ロ
シ
ア
史
挙
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
た
と
え

　
ば
、
亡
命
ロ
シ
ア
人
の
レ
オ
ン
ト
プ
ィ
ヅ
チ
や
、
ア
メ
リ
カ
の
ロ
シ

　
ア
史
研
究
者
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
イ
プ
ス
の
ロ
シ
ア
史
観
に
は
、
チ

　
チ
ェ
ー
リ
ン
の
強
い
影
響
が
見
出
さ
れ
る
。
■
8
ま
o
く
岸
8
F
＜
∴

○
婁
暮
巨
。
ρ
鶉
巨
冨
冒
旨
m
…
二
目
寄
邑
彗
p
曇
N
ら
一
争
胃
α

　
句
号
鶉
一
射
目
器
討
目
目
〇
一
肖
十
旨
o
0
5
勾
①
阻
冒
①
・
峯
p
覇
二
H
o
N
午

（
3
）
　
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
理
論
と
活
動
を
包
括
的
に
把
え
た
研
究
は
、

　
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
、
き
わ
め
て
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

　
ゾ
ー
リ
キ
ン
の
研
究
は
数
少
い
例
外
で
あ
る
。
ω
O
写
…
芦
甲
員
∴

　
＝
ω
　
胃
↓
o
o
＝
雪
　
α
｝
o
湊
k
曽
＝
o
－
自
自
α
｛
§
『
呂
o
饒
　
目
o
自
匡
H
匡
莞
員
o
宝

　
…
雪
o
畠
で
｝
8
…
胃
o
唱
齪
昌
自
冨
…
匡
〆
H
洪
－
冨
吉
畠
×
嵩
回
・

　
（
ワ
＝
．
エ
宝
毒
o
…
）
．
き
．
一
H
ミ
伽
．
ま
た
彼
の
生
涯
と
思
想
を
概
観
し

　
た
ハ
ー
マ
ー
の
研
究
が
あ
る
。
｝
凹
昌
冒
o
’
U
。
弔
∴
已
、
Φ
勺
O
－
ま
8
－

　
H
巨
o
目
o
目
旨
冷
O
｛
■
∴
Z
．
O
｝
｛
o
チ
o
ユ
■
凹
目
｛
H
（
・
］
）
・
肉
里
く
①
－
目
・
O
O
－
■
自
－
一
〕
げ

　
一
q
目
－
く
．
－
H
o
ひ
ド

（
4
）
　
鳥
山
成
人
「
ぺ
1
・
エ
ヌ
ニ
ミ
リ
ェ
コ
ー
フ
と
『
国
家
学
派
』
」

　
『
ス
ラ
ヴ
研
究
』
（
S
）
筍
亀
・
や
室
・

（
5
）
o
冨
潟
幕
彗
罵
墨
誉
竃
睾
o
戻
o
邑
美
畠
、
呂
・
令
昌
o
g
毒

　
勺
o
8
宝
冒
》
宍
声
H
＜
－
H
o
o
竃
・
o
↓
勺
・
H
；
・

（
6
）
　
そ
れ
故
、
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
を
自
由
主
義
者
と
は
言
え
な
い
、
と

　
す
る
見
解
も
あ
る
。
「
実
際
上
は
酉
欧
的
な
意
味
で
の
自
由
主
義
者

　
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
啓
蒙
的
絶
対
主
義
の
テ
ク
ニ
シ
ャ
ン
で
あ

　
る
。
」
フ
ラ
ン
コ
．
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
「
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
研
究
の
現

　
局
面
」
今
井
義
雄
訳
『
ロ
シ
ア
史
研
究
』
　
一
九
七
五
年
、
蓄
8
・

　
弓
．
8
．

（
7
）
　
団
o
昌
o
…
墨
＝
彗
．
窒
・
ガ
芦
一
－
o
S
・
S
o
・
ざ
・

（
8
）
↓
婁
罵
・
8
、
二
。
。
・

（
9
）
　
O
α
』
胃
↓
＝
雪
o
｝
‘
i
o
美
員
o
＝
雪
’
i
o
R
；
；
回
×
く
■
．
冨
団
o
宍
ρ

　
；
－
一
〇
〇
蟹
1

（
1
0
）
　
こ
れ
ら
は
一
八
五
八
年
に
『
回
シ
ア
法
制
史
試
論
』
｝
し
て
出

　
版
さ
れ
る
。
o
亭
胃
匡
昌
胃
8
o
…
睾
8
香
『
o
暑
篭
讐
書
・
畠
血
o
o
・

（
1
1
）
　
『
ロ
シ
ア
年
代
記
』
の
プ
ァ
リ
ャ
ー
グ
招
致
伝
説
に
基
づ
い
て
、

　
ス
ラ
ヴ
主
義
者
は
ロ
シ
ア
国
家
の
平
和
的
建
国
を
主
張
し
た
が
、
彼

　
は
そ
れ
を
征
服
だ
と
述
ぺ
、
西
欧
と
の
歴
史
的
同
一
性
を
主
張
し
た
。

（
1
2
）
　
O
o
団
勺
①
…
o
凪
邑
『
喬
…
・
8
勺
・
ω
o
o
・

（
1
3
）
　
こ
れ
は
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
自
身
の
表
現
で
は
な
く
、
カ
プ
ェ
ー
リ

　
ン
が
『
一
七
世
紀
ロ
シ
ア
の
地
方
制
度
』
の
書
評
で
述
ぺ
た
言
葉
で

　
あ
る
。
ス
凹
国
o
自
＝
戸
天
一
■
∴
O
o
α
i
出
＝
；
⑭
〔
o
’
匡
＝
m
＝
＝
芦
↓
・
一
・
o
■
？

　
ω
α
9

（
1
4
）
　
O
↓
凹
o
団
国
　
曾
o
凹
－
月
k
ω
O
S
国
　
窒
o
＝
凹
o
胤
＝
甘
　
＝
　
o
o
｝
O
』
δ
月
昌
由
．

　
《
O
’
①
i
罧
呂
＞
＝
；
畠
；
呂
⇔
o
団
＝
月
冒
雪
彰
き
’
一
〇
〇
血
o
o
・
o
↓
o
・
一
ミ
・

（
∬
）
O
α
葛
彗
冬
奏
匿
；
勺
8
。
…
二
婁
§
ご
貫
雪
…

　
o
i
o
o
o
呂
声
《
O
■
『
胃
匡
目
o
呂
〔
↓
o
勺
；
＝
　
o
｝
o
o
宍
o
『
o
　
目
i
o
団
凹
彰
』
≦
j

　
H
o
o
ω
o
〇
一
〔
↓
？
㎞
N
・

　
　
ソ
連
の
農
村
共
同
体
研
究
に
お
い
て
、
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
持
つ
理

　
諭
的
意
義
に
つ
い
て
は
＞
篶
膏
畠
員
℃
冨
一
甲
＞
■
一
〇
〇
自
宇
員
竃
9
．

　
目
…
芭
団
i
o
8
…
。
ま
。
一
5
ざ
・
に
詳
し
い
。
ま
た
農
村
共
同
体
諭
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の
義
史
は
Ω
。
血
宇
、
至
O
・
』
曇
ユ
竃
己
軍
向
募
季
昌
。
目
…
O

　
　
　
向
自
茎
。
巨
、
σ
・
o
。
眈
、
睾
、
三
雲
箒
こ
§
に
詳
し
㌧

（
比
）
ξ
。
、
、
冒
自
何
匡
討
§
＝
…
看
看
：
ξ
自
…
．
《
O
奉

　
　
　
○
彗
．
帖
O
壱
、
5
0
0
．
「
社
会
」
に
つ
い
て
は
後
述
。
　
　
・

（
1
7
）
↓
姜
毒
1
；
勺
．
§
．

（
㎎
）
O
、
．
団
。
、
。
饅
篶
＝
α
ξ
ξ
＝
§
蚕
…
。
…
遣
…
婁

　
　
煮
婁
彗
・
今
曇
豊
き
。
。
一
≧
J
曇
。
。
；
勺
．
毫
．

（
1
9
）
O
。
書
毒
…
馬
・
・
二
壱
轟
．

（
・
。
一
ス
凹
団
。
自
国
ユ
一
不
員
・
工
毒
署
レ
＝
－
；
宝
婁
。
：
婁
1

　
　
、
。
自
δ
・
令
。
自
。
。
。
、
、
i
§
ε
至
二
曇
ζ
｛
－
鼻

（
2
1
）
　
O
o
団
o
①
童
o
匡
＝
匡
①
　
・
．
o
↓
？
o
o
ω
‘

（
2
2
）
↓
姜
毒
．
3
P
睾

§
団
。
。
、
・
尻
、
L
・
。
タ
§
・
当
時
の
モ
ス
ク
ワ
李
拳
部
教

　
　
授
オ
ル
ナ
ツ
キ
ー
は
、
こ
の
論
文
に
激
怒
し
て
、
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
こ

　
　
こ
う
語
っ
た
と
い
う
。

（
2
4
）
↓
婁
毒
1
3
o
1
曇
．

一
彗
こ
れ
ら
の
う
ち
睾
§
婁
彗
肩
二
k
。
§
：
。
姜

　
　
ω
肩
…
而
は
著
者
未
見
。
た
だ
、
英
語
の
部
分
訳
が
以
下
に
あ
る
。

＝
蓼
昌
。
、
』
』
・
；
旨
9
；
ぎ
目
O
墨
膏
ぎ
邑
射
婁
彗

ε
。
、
串
。
蜆
目
・
《
ξ
昌
。
姜
彗
二
≡
！
毒
勺
婁
；
丁
“

　
　
－
Φ
N
ω
．

（
2
6
）
　
こ
の
手
紙
は
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
と
の
共
同
執
筆
で
あ
る
。

（
2
7
）
　
『
ロ
シ
ァ
報
知
』
と
回
シ
ア
自
由
主
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

　
以
下
を
参
照
。
i
o
寄
、
畠
亭
一
更
＝
∴
g
長
g
畠
而
…
o
－
冒
畠
…
涛
－

　
　
　
。
§
看
、
召
重
団
署
§
、
。
曽
喜
彗
轟
竃
団
8
更
勇
一
。

　
　
　
3
．
、
、
。
乞
匝
曽
×
団
・
青
暑
至
婁
毒
g
目
嚢
・
了
二
ρ

　
　
　
6
9
・
昌
、
二
ξ
－
N
鼻

（
㎎
）
工
。
勺
、
、
彗
彗
婁
；
「
∴
ヨ
…
。
何
8
意
罵
§
奉

　
　
　
≡
き
↓
・
目
H
．
8
o
二
第

（
η
）
コ
、
・
、
葦
・
二
「
昌
§
・
言
＝
‘
・
H
二
一
1
§

　
（
3
0
）
　
O
o
国
o
o
崔
o
＝
二
匡
o
・
－
o
↓
P
－
H
N
－
H
N
ω
一

（
3
1
）
↓
姜
零
；
｛
豪
．

（
3
2
）
コ
事
暮
－
・
．
ξ
二
－
．

（
3
3
）
↓
姜
篤
．
S
、
」
、
．

一
糾
一
〇
、
。
、
雪
、
雪
、
。
。
ス
。
ξ
妻
蔓
二
…
蔓
‘
《
O
’
婁
；
－
：
》

　
　
s
o
．
む
．

（
お
）
寄
昌
．
至
L
二
・
℃
1
N
N
I

（
％
一
一
専
制
・
孟
味
す
る
一
シ
ァ
諮
は
い
く
っ
か
あ
る
が
・
驚

　
　
そ
れ
ら
を
使
い
分
け
る
。
。
凹
童
£
8
美
竃
毒
（
専
制
）
と
は
、
金
権

　
　
カ
が
君
主
に
築
中
さ
れ
た
統
治
形
態
を
さ
し
、
こ
の
語
自
体
に
は

　
　
善
悪
と
い
う
価
値
判
断
は
な
さ
れ
な
い
。
畠
℃
彗
彗
（
暴
政
）
、
烏
－

　
　
。
昌
、
、
窒
（
圧
制
）
は
専
制
の
堕
落
し
た
形
態
、
あ
る
い
は
僧
主
政

　
　
治
を
意
味
し
、
悪
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
政
治
は
、

　
　
こ
の
語
で
示
さ
れ
る
。
ト
国
、
、
、
画
、
｝
召
（
独
裁
）
は
統
治
形
態
が
君
主

　
　
制
、
共
和
制
、
貴
族
制
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
配
者
（
あ
る
い
は
支
配

　
　
者
た
ち
）
が
被
支
配
者
を
抑
圧
す
る
状
態
を
さ
す
。

（
η
）
…
亭
；
．
s
o
－
鼻

（
塊
）
↓
婁
蓋
－
昌
？
、
N
．
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（
3
9
）
O
α
毫
胃
富
毛
嘗
…
一
国
o
8
思
…
9
、
雪
蔓
。
。
雷
。
評
令
。
、
。
。
。

　
：
彰
尻
＝
1
自
H
一
一
〇
〇
い
N
・
o
↓
で
・
－
ω

（
4
0
）
　
↓
凹
重
美
ρ
o
↓
o
・
一
〇
・

（
4
1
）
　
コ
i
o
…
一
一
冒
自
価
＝
匡
o
0
H
『
　
　
〔
↓
o
・
8
・

（
4
2
）
　
O
α
画
o
；
〔
↓
o
宍
℃
o
↓
呂
；
．
　
〔
H
P
、
ω
・

（
4
3
）
　
↓
国
…
美
而
・
〔
H
i
・
o
N
・

（
4
4
）
　
↓
凹
竃
美
ρ
o
↓
o
・
o
＞

（
帖
）
　
↓
凹
量
美
ρ
〔
↓
？
ζ
H
・

（
4
6
）
　
彼
は
自
已
の
立
場
を
以
下
の
如
く
述
べ
る
。
「
（
我
々
は
－
杉

　
浦
）
社
会
の
自
立
性
を
否
定
し
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
そ
れ
を
カ

　
の
か
ぎ
り
主
張
し
た
。
し
か
し
、
国
家
の
活
動
に
対
し
て
も
当
然
必

　
要
な
役
割
を
あ
て
が
い
、
国
家
を
外
的
秩
序
の
消
極
的
な
維
持
に
限

　
定
す
る
の
で
は
な
く
、
民
族
生
活
上
の
肯
定
的
課
題
の
実
現
が
、
国

　
家
の
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
。
」
匝
O
昌
。
…
．
一
。
O
毫
．
ミ
N
。

（
4
7
）
　
こ
れ
ら
の
論
文
は
、
同
年
『
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
概
観
』

　
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。

§
彼
が
・
国
家
一
を
嚢
に
解
レ
て
い
る
以
下
の
霊
が
あ
る
。

　
「
こ
れ
（
国
家
－
杉
浦
）
は
、
　
一
つ
の
身
体
と
し
て
の
社
会
構
造
で

　
あ
る
。
こ
れ
は
自
か
ら
の
領
域
の
内
に
在
り
、
恒
常
的
法
棒
に
よ
り

　
統
治
さ
れ
、
単
一
の
最
高
権
カ
を
持
つ
社
会
で
あ
る
。
」
こ
れ
に
続

　
け
て
彼
は
言
う
。
「
そ
れ
故
、
社
会
と
領
域
と
最
高
権
カ
の
不
可
分

　
性
、
一
言
で
一
一
冒
え
ば
君
主
制
が
国
家
的
生
活
の
第
一
の
条
件
で
あ

　
る
。
」
冒
二
§
嚢
g
a
長
馬
（
。
一
。
g
『
・
罫
萬
昌
・

　
《
O
目
匡
H
匡
・
専
〔
↓
i
・
ひ
o
o
・

（
4
9
）

（
5
0
）

（
5
1
）

（
5
2
）

（
5
3
）

（
5
4
）

（
5
5
）

尋
o
事
…
鳥
姜
o
§
…
1
ξ
・
8
上
8
・

↓
芭
重
｝
宍
o
l
o
↓
p
一
〇
〇
〇
・

↓
舳
竃
里
｛
而
一
0
H
p
一
〇
p

，
『
與
彗
｝
夫
〇
一
〇
↓
ワ
　
一
〇
P

↓
団
雪
美
巾
1
〔
↓
p
　
H
o
④
・

○
α
団
i
雪
〔
↓
O
戻
i
O
↓
雪
＝
－
・
〔
↓
℃
・
｝
N
・

彼
の
経
済
理
論
は
古
典
派
経
済
学
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

　
彼
は
い
わ
ゆ
る
「
自
由
放
任
」
の
原
則
に
は
反
対
す
る
。
彼
の
経
済

　
理
論
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
た
め
て
論
ず
る
。

（
5
6
）
　
工
岩
亭
冒
竈
o
竃
鼻
工
・
「
・
一
一
；
・
8
o
・
〔
呈
・
↓
・
く
・
o
宅
．

　
ひ
阜
o
o
．

（
帥
）
　
匝
o
o
戸
弄
＝
－
H
・
o
↓
勺
・
N
Φ
N
・

（
5
8
）
寄
昌
．
葦
目
・
冨
・
」
§
・
・
事
N
H
・

（
的
）
　
一
、
凹
童
美
ω
一
〇
↓
o
・
N
p

（
6
0
）
　
、
『
凹
雪
美
ρ
〔
H
0
・
N
0
0
一

（
6
1
）
　
彼
は
自
己
の
立
場
を
「
保
守
的
自
由
主
義
」
あ
る
い
は
「
自
由

　
主
義
的
保
守
主
義
」
と
規
定
し
て
い
る
。

（
6
2
）
　
団
8
k
目
国
H
9
『
二
豊
自
実
月
国
団
＝
o
『
o
2
ト
団
勺
8
国
ω
＝
＝
o
雪
k
目
程
．

　
｛
1
《
工
o
臭
昌
実
o
8
署
⑭
墓
＝
＝
『
豪
国
o
暑
o
8
呈
き
・
・
旨
s
・
o
宅
．

　
8
1
舎
ド

（
6
3
）
　
工
ぎ
畠
彗
o
o
老
団
＝
胃
雪
；
『
5
、
凹
、
団
昌
凹
～
↓
芭
冨
美
ρ
S
P

　
筍
o
〇
一

（
6
4
）
　
O
α
胆
i
匡
0
H
0
宍
o
胃
宝
宝
、
・
S
P
H
冒
・

（
6
5
）
　
彼
は
「
中
間
身
分
を
、
「
最
的
」
及
ぴ
「
質
的
」
と
い
う
二
つ
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の
観
点
か
ら
提
え
る
。
量
的
に
は
、
最
上
層
と
最
下
屈
の
中
間
に
位

　
置
し
、
両
者
を
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
に
統
一
を
与
え
る
も

　
の
、
と
規
定
す
る
。
質
的
に
は
、
上
層
が
政
治
を
、
下
層
が
肉
体
労

　
働
を
担
う
の
に
対
し
て
、
そ
れ
は
「
あ
る
程
度
の
資
産
と
教
養
が
必

　
要
と
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
私
的
職
業
」
及
ぴ
「
下
級
国
家
職
務
」
（
《
エ
印

　
員
O
買
O
．
影
S
P
冨
N
）
を
担
う
身
分
と
さ
れ
る
。

（
6
6
）
で
済
臭
8
ト
団
毛
饅
胃
畠
o
・
《
工
o
臭
昌
実
o
－
彰
3
戸
；
ω
1
後

　
年
、
彼
は
『
代
議
制
論
』
（
O
毒
勺
o
ト
彗
≡
｛
窪
o
畠
窒
↓
雪
9
畠
ρ

　
き
し
o
．
g
．
）
で
貴
族
を
岩
膏
H
臭
、
胃
竃
と
誉
毛
彗
〔
畠
o
に
峻

　
別
し
、
前
者
を
国
制
の
必
要
な
一
要
素
と
し
て
肯
定
的
に
、
後
者
を

　
私
的
．
身
分
的
特
権
層
と
し
て
否
定
的
に
論
ず
る
。
ま
た
前
述
の
七

　
年
前
の
論
文
で
は
、
両
者
は
上
層
貴
族
、
下
層
貴
族
と
区
別
は
さ
れ

　
る
も
の
の
、
と
も
に
否
定
的
評
価
を
受
け
る
。
し
か
し
論
文
「
回
シ

　
ア
貴
族
」
で
は
、
ト
呂
喀
、
O
、
蜆
O
の
語
の
み
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
政

　
治
的
意
義
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
論
文
は
、
前
記
二
論
文
の
中
間
に

　
あ
っ
て
、
過
渡
的
な
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
稿
を
改
め
て
論
ず
る
。

（
研
）
　
天
、
畠
何
葭
・
卑
＞
・
一
〇
H
号
勺
o
量
匡
宍
o
老
彗
胃
雪
『
s
宙
k
．
声
一

　
－
Φ
N
N

（
6
8
）
雪
。
萎
署
貝
申
ご
掌
二
。
目
二
一
〇
菅
邑
ら
畠
－
尋
甘
1

　
■
o
目
邑
o
皇
－
℃
N
㎞
l
〇
一
－
N
一

（
6
9
）
ω
。
、
雲
…
一
ω
』
∴
春
篶
旨
寝
・
－
．
ξ
．
N
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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